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エコ農業直接支援事業実施要領 

 

平成２４年４月２０日農林部長決裁 

平成２５年５月１６日一部改正   

平成２６年５月１３日一部改正   

平成２７年６月１２日一部改正   

平成２８年４月１２日一部改正   

平成２９年４月１３日一部改正   

平成３０年４月１２日一部改正   

平成３１年４月２４日一部改正   

                           令和２年４月１７日一部改正 

                                   令和３年４月１６日一部改正 

                           令和４年５月６日一部改正 

令和５年４月２７日一部改正    

 

第１ 事業の目的 

本県農業の持続的発展と多面的機能の健全な発揮を図るためには、意欲ある農業者が農業を

継続できる環境を整え、県内農業の再生を図るとともに、農業が本来有する自然循環機能を維

持・増進することが必要である。 

特に、環境問題に対する県民の関心が高まる中で、本県農業全体のあり方を環境保全に重視

したものへの転換を進めるとともに、地球温暖化防止や生物多様性保全に積極的に貢献してい

くため、より環境保全に効果の高い営農活動の普及推進を図ることが重要である。 

そこで、地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い「環境にやさしい農業」に取り組

む農業者団体等に対する支援を行うエコ農業直接支援事業を実施する。 

 

第２ 事業の内容 

本事業において実施する内容は、環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱（令和４年４月

１日付け３農産第３８１７号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付等要綱」という。）の

第３及び日本型直接支払推進交付金交付等要綱（令和４年４月１日付け３農振第３０２１号農

林水産事務次官依命通知。以下「日本型直接支払交付等要綱」という。）の第３の（３）のと

おりとし、県事業メニュー名との関係は次のとおりとする。 

県事業メニュー名 国交付金名 

エコ農業直接支払 環境保全型農業直接支払交付金 

（国交付等要綱第３） 

エコ農業直接支払推進事務 日本型直接支払推進交付金 

（日本型直接支払交付等要綱第３の（３）） 

 

第３ エコ農業直接支払 

 １ 支援の対象となる農業者等及び要件 

本事業の対象者及びその要件は、環境保全型農業直接支払交付金実施要領（平成２３年４

月１日付け２２生産第１０９５４号農林水産省生産局長通知。以下「国実施要領」という。）

第１及び第２のとおりとする。 

 ２ 事業要件及び対象活動 

国実施要領第３及び第４に定めるとおりとする。 
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なお、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用（以下「堆肥の施用」という）に

取り組む場合の要件は別記１のとおりとする。 

 ３ 事務手続 

本事業に係る事務手続は、国交付等要綱及び国実施要領によるもののほか、本要領（以下

「県実施要領」という。）により行うものとする。 

（１）事業計画書等の提出 

ア 市町村における計画の認定 

事業を実施しようとする市町村長（以下、「市町村長」とする。）は、国実施要領第

８の１に定める事業計画等の提出を受け、同要領第８の２による事業計画の認定を行い、

申請者に通知した場合は、県実施要領様式第１号を農林振興センター所長に送付する。

また、農林振興センター所長はその写しを農産物安全課長に送付する。 

市町村長は、国実施要領第８の１の（２）に定める書類の提出を受け、受理した場合、

県実施要領様式第２号を農林振興センター所長に送付する。また、農林振興センター所

長はその写しを農産物安全課長に送付する。 

イ 事業計画の変更 

市町村長は、国実施要領第８の３に基づいて事業計画の変更の申請又は届出を受け、

変更の認定又は受理を行った場合、県実施要領様式第３号を農林振興センター所長に送

付し、農林振興センター所長はその写しを農産物安全課長に送付する。 

ウ 事業実施計画の申請 

市町村長は、毎年度、県実施要領様式第４号により農林振興センターを経由し、知事

に事業実施計画の申請を行う。 

エ 事業実施計画の承認 

知事は、県実施要領第３の３の（１）のウに基づき提出された事業実施計画書が適当

と認められる場合はこれを承認し、県実施要領様式第５号により市町村長へ通知する。 

（２）実施状況の報告及び確認 

 ア 市町村における実施状況報告書の確認及び依頼 

市町村長は、農業者団体等から提出された国実施要領第８の４の（１）に定める実施

状況報告書等の内容について国実施要領第８の５に基づき確認を行った上で、県実施要

領様式第６号により農林振興センター所長に報告する。 

国実施要領第８の５の（１）のイに基づき、技術的な観点に基づく実施状況の確認を

依頼する場合は、県実施要領様式第７号により農林振興センター所長あてに提出する。 

 イ 農林振興センターにおける実施状況の確認及び回答 

農林振興センター所長は、県実施要領第３の３の（２）のアに基づき報告を受けた県

実施要領第６号について、その写しを農産物安全課長に送付する。 

また、県実施要領第３の３の（２）のアにより技術的な観点に基づく実施状況の確認

を依頼された場合、依頼された内容について実施状況の確認を行った上で、県実施要領

様式第８号により市町村長に対して回答するとともに、写しを農産物安全課長に送付す

る。 

（３）実施状況の取りまとめ 

国実施要領第８の６のとおりとし、市町村長は、国実施要領様式第８号により、交付を

受けようとする年度の２月１５日までに農林振興センターを経由して知事あてに提出す

る。 

（４）抽出検査の実施 

農林振興センター所長は、国実施要領第８の７に基づいて抽出検査を実施するものとす
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る。農林振興センター所長は、県実施要領様式第９号により調査内容を取りまとめ、２月

１５日までに市町村長に通知するとともに、写しを農産物安全課長に送付する。 

（５）事業実績の報告 

市町村長は、国実施要領第１３に基づき、国共通様式第７号又は国実施要領様式第８号

を、翌年度の５月１５日までに農林振興センターを経由して知事に提出するものとする。

なお、この実績報告書をエコ農業直接支援事業の実績報告にかえるものとする。 

４ 第三者機関 

第三者機関は、国交付等要綱第６の２及び国実施要領第１５に基づいて設置することとす

る。 

   

第４ エコ農業直接支払推進事務事業 

 １ 事務手続 

本事業に係る事務手続は、日本型直接支払交付等要綱及び日本型直接支払推進交付金実施

要領（平成２８年４月１日付け２７生産第２８５５号農林水産省生産局長通知、２７農振第

２２１９号農林水産省農村振興局長通知。以下「日本型直接支払実施要領」という。）によ

るもののほか、県実施要領により行うものとする。 

 （１）実施計画書の提出 

ア 実施計画書の提出 

市町村長は、日本型直接支払実施要領様式第２号を作成し、農林振興センターを経由し

て知事へ提出する。 

イ 実施計画の承認 

県は、県実施要領第４の１の（１）のアに基づき提出された実施計画書を審査し、適当

と認められる場合はこれを承認し、県実施要領様式第１０号により市町村長へ通知するも

のとする。 

 （２）実施計画書の変更 

市町村長は、事業実施計画書の内容を変更する場合には、県実施要領第４の１の（１）

のアに準じて知事に変更した事業実施計画の協議を行った上で提出するものとする。 

また、知事は、市町村長から変更された事業実施計画書が提出された場合は、内容の審

査を行い、適当と認められる場合には県実施要領第４の１の（１）のイに準じて変更を承

認することができるものとする。 

 （３）事業実績の報告 

市町村長は、毎年度事業完了後、事業の実施状況を日本型直接支払実施要領様式第２号

に取りまとめ、事業実施の翌年度の４月末日までに、農林振興センターを経由して知事に

提出するものとする。 

   

第５ 電子情報処理組織による申請等 

１ 対象となる事務手続き 

  次に掲げるもの（以下「事務手続」という。）については、当該各規定の定めにかかわ

らず、農林水産省共通申請サービス（以下「ｅＭＡＦＦ」という。）を使用する方法により

行うことができる。ただし、ｅＭＡＦＦを使用する方法により事務手続を行う場合におい

て、本要領に基づき当該事務手続に添付すべきとされている書類について、当該書類は全

部を書面により提出することを妨げない。 

（１）市町村長が行う第３の３の（２）の規定による実施状況報告書の報告 
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（２）市町村長が行う第３の３の（５）の規定による事業実績の報告 

２ 電子情報処理組織による申請 

 市町村長が前項の規定によりｅＭＡＦＦを使用する方法により事務手続を行う場合は、

ｅＭＡＦＦのサービス提供者が別に定めるｅＭＡＦＦの利用に係る規約に従わなければな

らない。 

 

第６ その他 

この事業の実施は、国交付等要綱及び国実施要領、日本型直接支払交付等要綱日本型直接支

払実施要綱及び日本型直接支払実施要領、県実施要領に基づいて行うものとし、その他必要な

事項については、知事が別に定めるところによるものとする。 

 

附 則   本要領は、平成２４年４月２０日から施行する。 

      本要領は、平成２５年５月１６日から施行する。  

      本要領は、平成２６年５月１３日から施行する。 

      本要領は、平成２７年６月１２日から施行する。 

      本要領は、平成２８年４月１２日から施行する。 

ただし、様式第１号、様式第２号、様式第３号については、旧要領の様式を平

成２８年６月３０日まで使用できるものとする。 

      本要領は、平成２９年４月１３日から施行する。 

      本要領は、平成３０年４月１２日から施行する。 

      本要領は、平成３１年４月２４日から施行する。 

      本要領は、令和２年４月１７日から施行する。 

      本要領は、令和３年４月１６日から施行する。 

   本要領は、令和４年５月６日から施行する。 

      本要領は、令和５年４月２７日から施行する。 
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 （別記１） 

 

  堆肥の施用に取り組む場合の要件 

 

 

１ 堆肥の施用に取り組む場合の要件は、国実施要領第４の１の（１）による。 

 

２ なお、本県において堆肥の施用に取り組む場合は、１の要件に加え、土壌診断の結果

と堆肥施用後に作付ける作物の施肥基準から、窒素とリン酸について「土壌診断を踏ま

えた必要成分量」を算出し、その成分量を超えない範囲で堆肥を施用（水稲の場合おお

むね１ｔ／１０ａ以上、水稲以外の作物の場合おおむね１．５ｔ／１０ａ以上）するこ

と。 

 

３ ただし、土壌診断の結果、リン酸が３００ｍｇ／１００ｇを超え、２で算出した「土

壌診断を踏まえた必要成分量」から、リン酸の投入を必要としないほ場については、リ

ン酸の含有率が０．３％（現物あたりの含有率）以下の植物性由来の堆肥を施用し、か

つ他にリン酸を含む肥料及び資材を投入しないことを要件に交付するものとする。 

 

４ 同様に、土壌診断の結果、２で算出した「土壌診断を踏まえた必要成分量」から窒素

の投入を必要としないほ場については、窒素の含有率が０．４％（現物あたりの含有率）

以下の植物性由来の堆肥を施用し、かつ他に窒素分を含む肥料及び資材を投入しないこ

とを要件に交付するものとする。 

   

５ 堆肥の施用に取り組む農業者等は、原則として対象活動を開始する前までに施肥管理

計画（県実施要領参考様式第２号）と土壌診断結果等を市町村長に提出する。市町村長

は、その写しを県実施要領第３の３の（１）のウの事業実施計画に添付し、知事に提出

する。ただし、主作物の後に堆肥を施用する（事業実施計画申請時に前作の栽培が終了

していない）場合は、県実施要領第３の３の（２）のアの実施状況の報告時に提出する

ことができるものとする。 

 

 


